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第１章 知的財産権と産業財産権制度の概要 

第１節 知的財産権とは 

人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の独

占権を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な

法律で保護されています。 

１．知的財産権とは 

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産と

して保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法（平

成 14 年法律第 212 号）において次のとおり定義されています。 

（定義） 

第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創

造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の

利用可能性があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示す

るもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。 

２ この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その

他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 

３ （略） 

 

知的財産の特徴の一つとして、「物」とは異なり「財産的価値を有する情報」である

ことが挙げられます。情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、しかも利用

されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することが

できます。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自

由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができま

す。 

近年、我が国政府は「知的財産立国」の実現を目指し、様々な施策を進めています。ま

た、産業界や大学等の動向についてみると、産学官連携の推進、企業における知的財産戦

略意識の変化、地方自治体における知的財産戦略の策定等、知的財産を取り巻く環境は大

きく変化しています。今後も、知的財産権制度の活用は、我が国経済の活性化だけではな

く、企業や大学・研究機関においても重要な役割を果たすことになります。 

さらに、知的財産権は、事業の規模にかかわらず、環境・福祉・防災・地域活性化とい

った社会課題の解決に向けた活動を推進する者等にとって、思いを形にし、共感を呼び、

その活動を広げるための手段としても注目されています。 
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（参考）2002年７月「知的財産戦略大綱」 

「知的財産立国」とは、発明・創作を尊重するという国の方向を明らかにし、ものづくりに加え

て、技術、デザイン、ブランドや音楽・映画等のコンテンツといった価値ある「情報づくり」、すな

わち無形資産の創造を産業の基盤に据えることにより、我が国経済・社会の再活性化を図るというビ

ジョンに裏打ちされた国家戦略である。 

 

２．知的財産権の種類 

知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創作物につ

いての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識につ

いての権利」に大別されます。 

また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同

じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。一方、著

作権、回路配置利用権、商号及び不正競争防止法上の利益については、他人が独自に創作

したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。 
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第２節 産業財産権制度とは 

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の４つを

「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。 

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどにつ

いて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティ

ブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発

達を図ることを目的にしています。 

これらの権利は、特許庁に出願し、登録することによって、一定期間、

独占的に実施（使用）することができます。 
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